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はじめに

⚫ 大規模発電事業者と新電力のベースロード電源(以下「ＢＬ電源」という。)へのアクセ
ス環境のイコールフッティングを図り、更なる小売競争の活性化を図る仕組みとしてベース
ロード市場(以下「ＢＬ市場」という。)を創設し、2019年7月よりＪＥＰＸにおいてオー
クションが開始された。

⚫ 第67回制度検討作業部会において示した、中長期的な見直しを行う際に想定される
論点のうち、間接送電権との関係については、間接送電権の発行量を踏まえ、2026年
度受渡し分以降と以前を切り分け議論をすることとした。

⚫ また、値差の解消については、市場範囲を見直すことで過大な値差が発生する可能性
を低減させたうえで、それでもなお発生する値差については、閾値以上の値差を清算す
ることとした。

⚫ 今回は、ＢＬ市場を取り巻く現在の電力卸売の環境や、ＢＬ市場の制度趣旨、安定
供給や小売電気事業者の経営安定化等の観点を踏まえ、今後のＢＬ市場の役割や、
相対取引とＢＬ市場の制度的な供出量の関係、また、商品のあり方についてご議論い
ただきたい。



1.論点①：ＢＬ市場を取り巻く環境と検討の方向性について
2.論点②：大規模発電事業者の制度的な供出量について
3.論点③：商品の受渡し期間について
4.論点④：価格オプションについて
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論点①：ＢＬ市場を取り巻く環境と検討の方向性について

⚫ ＢＬ市場は、大規模発電事業者と新電力のＢＬ電源へのアクセス環境のイコールフッ
ティングを図り、更なる小売競争活性化を図る仕組みとして、2019年7月に創設された。

⚫ 制度導入にあたり、導入主旨を達成するための実効性確保策として、大規模発電事業
者に対し、発電した電気の一部を適正な価格でＢＬ市場に供出することを求めてきた。
また、供出量算定の際には、一部の相対取引や常時バックアップ、電発電源切り出し分
については控除することとした。

⚫ 取引開始以降、内外無差別の卸売に関する議論も進展し、相対取引量も増加傾向
にあり、事業者の中には独自のオークションを実施する事業者も現れる等、取引機会
の拡大も進んでいる。ＢＬ市場についても、卸電力市場が機能し競争が十分に活性
化された段階では、制度的措置は終了することが望ましいとしている。

⚫ 一方で、足下の環境変化の中、従来通りのビジネスモデルでは小売電気事業を持続
的に経営することが難しく、撤退・縮小が相次いでいる状況。その状況に対応するため
には、小売電気事業者間の競争を促進し、適切に経営管理を行う観点からも新電力
が電源にアクセスできる環境を整備することが重要であり、特に、安定的な取引の観点
からは、長期の取引が行いやすい環境の整備も必要な状況。

⚫ 現在の電力卸売を取り巻く環境を踏まえつつ、安定供給や市場競争の促進という観点
において、今後のＢＬ市場のあり方や果たすべき役割については、どのように考えるか。
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（参考）ＢＬ市場の供出量の考え方

※１：総需要に全国エリア離脱率を乗じた値が新電力等の総需要となる。
※２：ＢＬ比率は現在56%を使用。
※３：小売競争や新電力の電源開発の進展を考慮するための調整係数であり、1~0.67で変動。

⚫ 大規模発電事業者の制度的な供出量を設定する際には、新電力等のベース需要に対して十
分な量を設定することが重要。従って、全体の制度的な供出量は、全国大でのＢＬ電源比率、
新電力の総需要に基づき決定することとした。

⚫ また、算定にあたり、以下の要素等については供出量から控除することとした。

➢ ＢＬ市場と政策目的が一部重複する常時バックアップについては、その取引量をＢＬ市場における供
出量から控除。

➢ ＢＬ市場と同等の効果を持つ相対取引について、その取引量を売手の供出量から控除。一方で、Ｂ
Ｌ市場に供出される予定であった取引の相当量が、特定の新電力との相対取引を通じて取引されてし
まった場合、新電力間のイコールフッティングが図られなくなる恐れがあるため、新電力間の公平性を確保
する観点から、控除量は一定量以下（供出量の10%）までとする。

➢ 電発電源切り出しは、ＢＬ市場と同様の効果を持つものであり、旧一般電気事業者が早期に切り出し
を行うインセンティブを付与する観点から、ＢＬ市場創設前に電発電源の切り出しを行った場合、市場
開場後２年に限り、市場供出量から切り出した電発電源の総量分控除。

全体市場供出量（kWh）
＝ 総需要(kWh) × 全国エリア離脱率(%)※１× ＢＬ比率(%) ※２× 調整係数(d)※３

- 入札前年度の常時バックアップ契約に基づく控除量(kWh)
- 旧一般電気事業者等と新電力等との相対契約に基づく控除量（供出量のうち最大10%） (kWh) 
- 電発電源切り出しインセンティブ(kWh) 
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（参考）制度的措置について

⚫ また、制度的な供出については、新電力シェアが一定程度（例：30％）に達した段階で、以
後の追加的な供出は自主的取組に委ねるとしている。

⚫ また、卸電力市場が機能し競争が十分に活性化された段階では、制度的措置は終了すること
が望ましいとしている。

（出所）第13回制度検討作業部会
（2017年10月30日）資料４より抜粋
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（参考）ＢＬ市場の取引商品に関する基本コンセプト

⚫ 取り扱う商品については、ＢＬ電源は長期間常に同じ出力で発電することから、その特性に鑑み、
ＢＬ市場はある程度長い期間(例：1年間)を基本とし、一定の電力量を受け渡す、標準化さ
れた商品を扱うこととした。

⚫ そのうえで、 ＢＬ市場は①受渡し開始までの期間及び②受渡し期間、③受渡し価格の在り方を
変更することで多様な商品が提供可能であるが、事業者ヒアリング等も踏まえ、事業者の創意工
夫を促し、卸電力市場全体の価格指標性を高める観点や、供出量を分散させない観点から、ま
ずは燃調等のオプションを具備しない受渡期間1年の商品を先行させることとした。

（出所）第8回制度検討作業部会
（2017年6月30日）資料３より抜粋
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（参考）ＢＬ市場の取引状況

＜オークション別の約定量＞

⚫ 取引状況については、2022年度以降、スポット市場価格や相対契約及び常時バックアップの状
況を背景に、買手側のＢＬ市場へのニーズは拡大し、買札量は前年対比50%以上増加して
いる状況。一方で、大規模発電事業者の制度的な供出量は相対契約・常時バックアップの取引
量を踏まえ控除量が増加したことにより減少し、売入札量は前年対比30%以上減少している。

⚫ 約定量については、その大多数は西日本エリアであるが、2022年度第1回オークションは過去最
大量の約定量となっている。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買

第１回 第2回 第3回 第１回 第2回 第3回 第１回 第2回 第3回 第4回 第１回 第2回

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

西日本 東日本 北海道

0

10

20

30

40

50

60

70

第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第1回 第2回 第3回 第4回 第1回 第2回

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

西日本 東日本 北海道

＜オークション別 売入札量・買入札量の推移＞
【億kWh】 【億kWh】



8

（参考）ＢＬ市場における価格変動リスクの算定に関する議論

⚫ 電力・ガス取引監視等委員会が2022年度第1回及び第2回オークションを監視した結果、大手
発電事業者の供出上限価格の大宗を占める燃料費（石炭価格）の算定において、価格変動
リスクを大きく見積もり、供出上限価格が大幅に上昇している事例があること等が確認された。

⚫ 価格変動リスクの算定については、事業者の裁量の余地が大きく、各社の算定次第では実質的
な売り惜しみに繋がる可能性がある。そのため、制度設計専門会合において、燃料費やリスクプレ
ミアムを過大に見積もることがないよう、今後の制度のあり方について議論を行っているところ。

（出典）第79回制度設計専門会合（2022年11月25日）資料7より抜粋
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単位：円/t

石炭燃料費見積り単価

最も低かった
事業者

最も高かった
事業者

2021年第2回
（2021年9月時点）

17,736 27,695

2022年第1回
（2022年7月時点）

44,278 121,479

2022年第2回
（2022年9月時点）

57,896 124,852

※１:各事業者の供出上限価格算定資料を基に制度設計専門会合事務局が作成。

※２：制度設計専門会合資料をもとに事務局作成。

【円/kWh】 ※1

※２
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（参考）旧一般電気事業者の相対契約における新たな試み

（出所）東北電力「2023年度向け電力の卸販売に係る入札の実施について（2022年9月5日）」、
関西電力「2023年度向け電力の卸販売に係る入札の実施について（2022年11月8日）」より抜粋

⚫ 旧一般電気事業者の内外無差別な卸売に向けた取組が進む中、事業者の中には独自のオー
クションを実施する事業者や、第三者が運営する電力取引のプラットフォームを通じ、自社小売
も参加する形で卸販売を実施する事業者も現れている。ＢＬ市場と同等の商品を扱う例もあり、
市場設計当初と比べ卸売を取り巻く環境は変化しつつある。

⚫ このような取組については、各社毎に差がある状況。また、既に卸標準メニューを公表している事
業者の中で、複数年契約のメニューは現状１つも存在しなかった。

＜東北電力 2023年度向け電力の卸販売に係る入札における契約条件概要＞ ＜関西電力 2023年度向け電力の卸販売に係る販売商品概要＞
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（参考）内外無差別な卸売の実効性確保策の現時点における評価

第79回制度設計専門会合
（2022年11月25日）資料6より抜粋
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（参考）常時バックアップに関する議論状況

⚫ ＢＬ市場と政策目的が一部重複する常時バックアップについても、電力・ガス基本政策
小委員会において、廃止に向けた具体的な対応について検討すると同時に、足下の問
題を踏まえた常時バックアップの適正化についても検討を進めているところ。

第56回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年11月24日）資料3より抜粋
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（参考）電源確保・調達を支える仕組みの改善

⚫ 一方で、足下の環境変化の中、従来通りのビジネスモデルでは小売電気事業を持続的に経営す
ることは難しい環境にあり、撤退・縮小が相次いでいる。そのことを踏まえ、電力・ガス基本政策小
委員会では、小売電気事業者間の競争を促進し、適切に経営管理を行う観点からも、新電力
による電源アクセスの環境を整備することが重要であるとしている。

⚫ 特に、安定的な取引の観点からは、長期の取引が行いやすい環境の整備が重要としており、どの
ような主体が、どのような取引を、どのような場で設置するのか等について、整理・検討が必要であ
るとしている。

第55回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年11月8日）資料3-1より抜粋



1.論点①：ＢＬ市場を取り巻く環境と検討の方向性について
2.論点②：大規模発電事業者の制度的な供出量について
3.論点③：商品の受渡し期間について
4.論点④：価格オプションについて

13



14

論点②：大規模発電事業者の制度的な供出量について

⚫ ＢＬ市場における大規模発電事業者の制度的な供出量を算定する際には、ＢＬ市
場と同等の価値を有すると考えられる、新電力と旧一般電気事業者間で結ばれる相
対契約の一部及び常時バックアップについては、その取引量を大規模発電事業者の
ＢＬ市場への供出量から控除することとした。

⚫ また、電発電源の切り出しについても、ＢＬ市場における取引と同等の効果を持つと考
えられるため、競争活性化の観点から、市場創設前に電発電源の切り出しを行った場
合には、最初の２年に限りＢＬ市場創設後の市場供出量を事前に切り出した総量
分控除することとした。

⚫ 現在、旧一般電気事業者の内外無差別な卸売に向けた取組が進むなか、独自にオー
クションを実施する事業者も現れている。また、常時バックアップについては原則廃止の方
向で検討が進められており、電発電源の切り出しについても市場設計当初のインセンティ
ブは既に終了している状況。

⚫ 市場設計時からの状況変化や取引機会の拡大状況、新電力の電源へのアクセス状況
を踏まえつつ、新電力間の公正性が確保されているなか、 ＢＬ市場が本来志向してい
た「ＢＬ電源へのイコールフッティング」が達成されているかという視点のもと、どのよう
に算定された供出量を制度的に求めるべきか、再度検討を行う必要があるか。
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適格相対取引控除量の上限値について

⚫ 相対契約のうち、ＢＬ市場と同等の価値を有するものについては、適格相対契約と定
め、その取引量を旧一般電気事業者等のＢＬ市場への供出量及び新電力等の購入
枠から控除することとしている。

⚫ その際、ＢＬ市場に供出される予定であった取引の相当量が、相対取引を通じて行わ
れることになれば、市場への供出量が大幅に減少することになること、特定の新電力との
相対取引が増えることによる新電力等間の公平性を確保する観点から、旧一般電気
事業者の控除量は一定量とし、控除可能量を供出量の最大10%とした。

⚫ 一方で、適格相対契約控除量の上限値に達する大規模発電事業者も複数社存在
する状況。加えて、一部の事業者のように、今後は独自のオークションや第三者を介した
卸販売等を実施し、内外無差別を担保する取引が増加する可能性もある。

⚫ そのような状況を踏まえ、上限値を設定した際に考慮した新電力間の公平性が担保さ
れているかという視点や、電源へのアクセス環境が整備されているかという視点をもと
に、控除可能量の上限値10%の扱いについても、見直しの視点として考えられるか。

適格相対契約とは（ＢＬ市場ガイドラインより抜粋）
旧一般電気事業者等と電力自由化により新規参入した小売電気事業者等との間で一定条件の下で結ばれた相対契約
（以下「適格相対契約」という。）の取引量（以下「適格相対契約量」という。）
具体的な条件としては、ＢＬ電源の負荷率等に鑑み、少なくとも契約期間における負荷率が 70% 以上、かつ、契約
期間が 6 ヶ月以上の契約であって、価格についてもＢＬ電源の発電平均コストを基本とした価格と著しく乖離がない
契約
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（参考）制度的供出量と相対契約の関係について

⚫ 控除可能量の上限値10%は、ＢＬ市場に供出される予定だった取引の相当量が、特
定の新電力との相対取引を通じて行われた場合、新電力等間のイコールフッティングが
図られなくなる恐れがあるため、新電力等間の公平性を確保する観点から定めていた。

第16回制度検討作業部会
（2017年12月12日）資料4より抜粋



0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

10

20

30

40

50

60

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

グループ内の相対供給

グループ外の相対供給

グループ外が占める割合

17

（参考）旧一般電気事業者の相対契約の推移

⚫ 旧一般電気事業者の相対供給量について、2017年6月時点では相対供給量計6.2億kWhの
うち約45％がグループ外への供給であった。一方で、2022年6月時点では相対供給量計51.1
億kWhのうち、約74％がグループ外への供給となっており、ＢＬ市場検討時から比較すると、相
対取引合計量のうち、グループ外への相対供給量が占める割合は約1.6倍になっている。

⚫ また、適格相対契約として、ＢＬ市場供出量から控除される相対取引量も増加傾向。2022年
度は、制度的な供出量に対し適格相対契約量は約13％であり、半数以上の事業者が控除量
上限値である10%に到達している状況。
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（出所）制度設計専門会合（第22回資料4、第33回資料6、第41回資料8、第50資料7、第5回資料10、第77回資料6）より事務局作成
旧一般電気事業者より提供された供出量算定根拠資料より事務局作成

＜旧一般電気事業者の相対契約量の推移＞ ＜制度的供出量（控除前）に対する適格相対契約量＞【億kWh】
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（参考）適格相対契約量の推移

（出所）旧一般電気事業者より提供された供出量算定根拠資料より事務局作成

⚫ 適格相対契約について、2021年度末には合計約95億kWh、36社が対象となった。
過去4回の供出量算定時において、適格相対を契約していた新電力数は、累計46社
であった。

⚫ 適格相対契約のうち25%程度を占める事業者も存在するが、契約社の大多数は占
有率10%未満となっていた。

＜各社毎の適格相対契約量の割合＞

2018年度末 2019年度末

2020年度末 2021年度末

A社
B社
C社
D社
E社
F社
G社
10%未満の事業者

【億kWh】 【契約社数】

契約社数

適格相対契約量

＜適格相対契約量と契約社数の推移＞

4年間合計
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（参考）制度的な供出量の算定に関する議論

⚫ そのほか、電発電源の切り出しや、現在廃止に向けた議論が進められている常時バック
アップとの関係についても、制度的な供出量を再度検討する際の視点になるか。

第13回制度検討作業部会
（2017年10月30日）資料4より抜粋



1.論点①：ＢＬ市場を取り巻く環境と検討の方向性について
2.論点②：大規模発電事業者の制度的な供出量について
3.論点③：商品の受渡し期間について
4.論点④：価格オプションについて

20
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論点③：商品の受渡し期間について

＜事業者へのアンケート結果 一部抜粋＞

⚫ ＢＬ市場の商品に関して、制度的な供出を求めている大規模発電事業者や、市場に参入して
いる新電力にアンケート・ヒアリングを実施した。その結果、現在の受渡し期間（１年間）について
は、適切とする意見もみられた一方で、より長い商品・より短い商品を望む意見も、売手側・買
手側両者に一定数存在した。

⚫ 安定供給や市場活性化、事業者のニーズや実務面の観点を踏まえ、ＢＬ市場における商品の
受渡し期間について、どのように考えるか。

適切 その他

1年間という受渡し期間
について

売手 Å 石炭価格ヘッジの実務面を踏まえると、固定価格で１
年間という受渡し期間は適切。

Å 制度主旨に照らし適切。

Å今後１年間の想定を行い、価格固定で取引をするのは
困難。燃料費調整制度等があれば対応可能。

Å最大1年半程度先のコミットメントが必要でありリスク。

買手 Å 他期間の商品もあって良いが、1年という期間は適切。
Å 相対電源確保と相違ない期間であり、適切。

Å適切だが、他期間の商品もあって良い。
Å事業変化激しい中、今後1年間の価格想定は困難。

必要 不要

長期商品について
(受渡し期間１年超)

売手 Å安定供給の観点から予見性も高まるため、検討の余地
がある。

Å 1年超の商品は売手・買手の特別な契約のもと成立する
もの多く、定型商品には適さない。

Å容量市場との整合性に難点あり価格付けが難しい。

買手 Å 2~3 年程度で、スポット市場の影響を受けないような
商品が欲しい。

Å燃調等のオプションを含めた長期商品が欲しい。

Å燃料費調整制度等なく固定価格商品である場合、1年で
も長い。

短期商品について
(受渡し期間1年以下)

売手 Å 需給バランスを踏まえた対応が可能。
Å 燃料価格大幅に変動する中、1年間の想定すら困難で

あり、より短期の商品が望ましい。

Å売手・買手の需要にミスマッチが生じる可能性。
ÅＢＬ電源を扱う市場の主旨と合致しない。

買手 Å 需要期の電源が市場に出回りにくいため、短期商品で
対応できるようにして欲しい。

Å 1年先ですら事業変化激しく想定が困難な状況。

ー
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論点③－１：受渡し期間が１年以上の商品（長期商品）について

＜長期商品導入によるメリットと懸念点＞

⚫ 受渡し期間が１年以上の長期商品を導入した場合、以下の導入メリットが考えられ、
安定供給にも資する可能性がある。また、相対契約の多くが１年以内の契約であるこ
とを踏まえると、相対取引では活発化していない長期契約を促進する効果もあると考
えられる。

⚫ 一方で、売手事業者・買手事業者それぞれに懸念点があるほか、年度毎に変わる容量
市場の収入にどのように対応するか、その他システム対応等含め、実務面に懸念点がな
いか検討する必要もある。

導入メリット 懸念点

売手事業者 Å 複数年契約により、安定的な燃料の確保や
ＢＬ電源の安定稼働、費用の安定回収に資
する可能性。

Å 相対取引では活発化していない長期契約の
促進。

Å 固定価格である場合、燃料の価格変動リス
クの見積もりが困難である可能性。入札価
格が必要以上に高くなるか、価格転嫁でき
ず損失が発生する可能性。

Å 固定価格である場合、先物取引における厚
みがなくコストの固定化ができない可能性

買手事業者 Å ＢＬ電源の複数年にわたるアクセスが確約
され、小売電気事業者の経営や小売電気料
金の安定化に資する可能性。

Å 相対取引では活発化していない長期契約の
促進。

Å 預託金水準は1% に引き下げられたものの、
預託期間が伸びることで負担が増加する可
能性。
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受渡し期間が１年以上の商品（長期商品）導入時の論点

⚫ 具体的な商品を検討する際には、以下の論点が考えられるか。

⚫ 商品概要に関する論点や実務面、足下の電力卸売状況を踏まえつつ、受渡し期間
１年以上の商品の導入や、制度として長期契約を導入することの必要性について、ど
のように考えるか。

論点 概要 具体的な検討事項

1.受渡し期間 1年以上の商品について、その受渡し期間は
どのように設定するのが望ましいか。

Å 安定供給との関係
Å 電源の点検周期等
Å 小売事業者と需要家の契約期間
Å 小売事業者の与信能力

2.受渡し価格 １年以上の商品を導入する場合、従来の商
品と同様に固定的な価格での受渡しとする
か、価格調整のためのオプションを設定す
るか。

Å 容量市場約定価格との関係
Å 容量市場追加オークションとの関係
Å 燃料費との関係
Å 供出上限価格との関係
Å 価格オプション導入時の市場範囲
Å 値差清算との関係

3.オークション時期 オークション開催時期はどのように設定す
るか。また、何回実施するか。

Å 買手事業者の預託金の預入期間
Å オークションと最終受渡し日までの期間
Å 既存のオークション日程との関係

4.売手の制度的な供出
について

既存商品において求めている制度的な供出
量との関係について、どのように考えるか。

Å 制度的な供出量の設定要否
Å 既存商品との供出量のバランス

5.買手の購入量について ＢＬ市場の制度趣旨に合わせ、既存商品に
おいては買手事業者に購入可能量を定めて
いるが、長期商品ではどのように考えるか。

Å 既存商品との購入量のバランス
Å 購入可能量の総量
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（参考）論点イメージ（受渡し期間2年の場合）

2024年度 2025年度

容量市場約定価格 14,137円/kW
※北海道・九州エリア以外

容量市場約定価格 3,495円/kW

容量市場追加オークション

4月 3月 4月 3月

燃料費

修繕費
減価償却
事業報酬

容量市場収益

容量市場を考慮した
供出上限価格

燃料費

修繕費
減価償却
事業報酬

容量市場収益

容量市場を考慮した
供出上限価格

長期商品 受渡し

ＢＬ市場
オークション

1.受渡し期間

容量市場追加オークション

2.受渡し価格

3.オークション時期

燃料価格が変動

供出価格算定時に控除する
容量市場収益が変動

2024年度供出価格 2025年度供出価格

4.売手側の供出量

5.買手側の購入量

※容量市場メインオークションが終了している2024年度・2025年度を元に例示
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（参考）燃料確保の予見性の向上

⚫ ＢＬ市場等で売買を確約し、燃料調達の未確定要素の割合を減らし確定要素を増やすことで、
発電事業者としても燃料確保に動きやすくなり、小売事業者についても燃料不足に伴う卸市場
価格高騰リスクの回避に繋がる可能性がある。

第2回 あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に
向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）資料3より抜粋
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（参考）ＢＬ市場商品の受渡し期間に関する過去のご意見

第8回制度検討作業部会
（2017年6月30日）資料3より抜粋
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論点③－２：受渡し期間が１年未満の商品（短期商品）について

⚫ アンケートの結果、燃料価格のボラティリティが上昇し、１年間固定価格で受け渡すこと
によるリスクプレミアムが拡大しているなか、１年先を見通すのは困難であるとし、より短
期の商品を望む意見も寄せられた。

⚫ 短期商品を導入する場合も、以下のような導入メリットと懸念点が挙げられるが、安定
供給や市場競争の促進、電力卸売の状況や小売電気事業者の経営安定化の観点
も踏まえ、どのように考えるか。

＜短期商品導入によるメリットと懸念点＞

導入メリット 懸念点

売手事業者 Å 燃料価格のボラティリティが高い現状、既
存商品に比べ固定価格での受渡しは容易。

Å 燃料価格の予見性が１年商品より高く、売
札価格を低減できる可能性。

Å 本来ＢＬ電源は短期的な起動・停止をしな
いため、受渡し期間を過度に短期間に設定
してしまった場合、ＢＬ市場のあり方とし
てそぐわない可能性。

Å 取引期間を一定以上短期間に設定した場合、
高需要期にのみ需要が集中し、端境期の費
用を適切に回収できない可能性。

買手事業者 Å 高需要期・端境期等のピーク・オフピーク
に細やかに対応。

Å 短期間で契約が終了するため、中長期的な
予見性向上には寄与しない。
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受渡し期間が１年未満の商品（短期商品）導入時の論点

⚫ 具体的な商品を検討する際には、長期商品と同様、以下の論点が考えられるか。

⚫ 商品概要に関する論点や実務面を踏まえつつ、ＢＬ市場への受渡し期間１年未満
の商品の導入やその必要性について、どのように考えるか。

論点 概要 具体的な検討事項

1.受渡し期間 1年未満の商品について、その受渡し期間は
どのように設定するか。

Å ＢＬ電源の特性
Å ＢＬ市場の趣旨
Å 安定供給への貢献

2.受渡し価格 １年未満の商品を導入する場合、従来の商
品同様、固定価格での受渡しで問題ないか。

Å リスクプレミアムへの対応
Å 値差清算との関係

3.オークション時期 オークション開催時期はどのように設定す
るか。また、何回実施するか。また、オー
クション終了後いつから受渡しを開始する
か。

Å オークションの回数と時期
Å オークションと受渡し開始日までの期間

4.売手の制度的な供出
について

既存商品において求めている制度的な供出
量との関係について、どのように考えるか。

Å 制度的な供出量の設定要否
Å 既存商品との供出量のバランス
Å 供出量の総量

5.買手の購入量について ＢＬ市場の制度趣旨に合わせ、既存商品に
おいては買手事業者に購入可能量を定めて
いるが、短期商品ではどのように考えるか。

Å 既存商品との購入量のバランス
Å 購入可能量の総量
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（参考）論点イメージ（受渡し期間６ヶ月の場合）

2024年度 2025年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

オークション オークション

オークション オークション

短期商品 受渡し

短期商品 受渡し

オークション

燃料費

修繕費
減価償却
事業報酬

容量市場を考慮した
供出上限価格

燃料費

修繕費
減価償却
事業報酬

容量市場収益

容量市場を考慮した
供出上限価格

供出価格算定時に控除する
容量市場収益が変動

2024年度供出価格 2025年度供出価格

燃料価格が変動

※容量市場メインオークションが終了している2024年度・2025年度を元に例示

2.受渡し価格

1.受渡し期間3.オークション時期

4.売手側の供出量

5.買手側の購入量



1.論点①：ＢＬ市場を取り巻く環境と検討の方向性について
2.論点②：大規模発電事業者の制度的な供出量について
3.論点③：商品の受渡し期間について
4.論点④：価格オプションについて
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論点④：価格オプションの必要性について

⚫ ＢＬ市場における価格オプションの必要性についてアンケートを行ったところ、年間固定価格である
からこそ意義がある、制度としては極力シンプルにすべきという意見がある一方で、燃料価格のボラ
ティリティが高いなか、燃料費調整制度の導入を求める意見も売手側・買手側両者から挙がった。

⚫ また、第79回制度設計専門会合においても、燃料価格のボラティリティ、リスクプレミアムの折り
込み方への対応の１手段として、燃料費調整制度導入という案も示されたところ。

⚫ 燃料費調整制度等、価格オプションを備えた商品を導入することで、売手側・買手側ともに情勢
に沿った価格での取引が可能となること、燃料リスクプレミアムを織り込む必要がないため、約定価
格が低減する可能性があること等、導入によるメリットもあると考えられる。

⚫ 一方、大規模発電事業者ごとの電源構成等に応じた燃料費調整制度の設計、異なる商品設
計が考えられること、それにより市場範囲の細分化に繋がる可能性があること等が指摘されており、
導入の際には工夫が必要。

⚫ ＢＬ市場が本来１市場を志向していたこと、事業者の創意工夫を促し、卸電力市場全体の価
格指標性を高める観点から価格オプションを導入していなかったこと等、市場設計当初に目指して
いた市場のあり方や、ヘッジ市場としての役割を果たしていること等踏まえつつ、ＢＬ市場における
価格オプションを導入する場合の方法や、その必要性についてはどのように考えるか。

必要 不要

価格オプションの
必要性について

売手 Å価格のボラティリティ高く、リスク回避のため必要。
Å燃調オプションにより小売価格の予見性は向上。

Å制度はシンプルとし、他は相対取引に任せるべき。
Å固定価格での売買に意義がある。

買手 Å価格のボラティリティ高く、リスク回避のため必要。
Å価格オプション付の商品もあるのが望ましい。

Å固定価格商品も必要。

＜事業者へのアンケート結果 一部抜粋＞
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（参考）燃料単価上昇への対応策

⚫ 供出上限価格の算定における燃料費単価について、価格変動リスクの具体的な見積もり方法は
定められておらず、大規模発電事業者の裁量の余地が大きい状況。その結果、2022年第1回
オークションでは、事業者間で石炭単価に3倍近い差が生じていたことが第79回制度設計専
門会合において報告されている。

⚫ そのような状況を踏まえ、制度の見直しが必要だと指摘されており、対応の方向性の１つとして
「燃料費調整制度の導入」が示されたところ。

第79回制度設計専門会合
（2022年11月25日）資料7より抜粋
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（参考）ＢＬ市場設計当初の方向性について

電力システム改革貫徹のための政策小委員会 中間とりまとめ（2017年2月）

＜2.2ＢＬ電源市場の創設 （2）基本的な考え方 より抜粋＞

⚫ ＢＬ電源は、主に中長期断面で見た需要家のベース需要に対応する、安定的な供給力として位置付けられており、小売電
気事業者は、実需給の一定期間前の段階で確保することを志向する。そのため、ＢＬ電源市場については、先渡市場の一
種として位置付け、ある程度の長い期間、一定の電力量を受け渡す標準化された商品を取り扱うこととし、商品数について
は、昼夜や季節を問わず安定的に発電を行うＢＬ電源の特性や、事業者のニーズなどを踏まえつつ、卸電力市場の流動
性を高めていく観点から決定していくこととする。

⚫ 市場の取引方式は、小規模事業者を含むアクセスの公平性等を確保する観点から、オークション方式とし、年間複数回実施
することも視野に、今後更なる検討を進める。

⚫ また、こうした商品に対して、現行の常時バックアップと同様、燃料費調整制度や買取オプションなどの機能を付与することも
考えられるが、事業者の創意工夫を促し、卸電力市場全体の価格指標性を高める観点からも、こうした機能は極力排除
し、原則としてリスク管理は市場を介して行うこととする※。
※受渡期間が長い商品については、その限りでもないと考えられる。

⚫ 市場に供出する電源種を限定すると、その電源の特性（立地の偏在性、電源脱落リスク等）が供出量や価格に大きく影響
を及ぼすため、事業者が適切にリスクを評価・平準化することを可能とするため、同市場に供出することができる電源種は基本
的には限定しないこととする。

＜2.2ＢＬ電源市場の創設 （３）留意事項 より抜粋＞

⚫ ＢＬ電源市場は、今般、新たな制度設計を検討した他の様々な市場・制度等とも相互に関連しているため、こうした制度との
整合性を保ちつつ、今後詳細な制度設計を行う必要がある。具体的には、まず、連系線利用ルールの見直しの中で、間接
オークションの導入及び市場分断時のエリア間値差をヘッジするための商品の検討が進められている。特に後者については、ヘッ
ジを行う商品がないことが、先渡市場の活性化に向けたボトルネックの一つとして挙げられていたところである。そのため、こうした
商品はＢＬ電源市場を含む先渡市場の活性化にも資するよう、開発することとする。また、ＢＬ電源市場の市場範囲につい
ても、基本的には全国一律を志向するが、その開発状況等も踏まえつつ、設定することとする。
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⚫ 一方で、需給がひっ迫する時間帯等においては、昨冬のように、スポット市場価格が高くなることも考
えられ、スポット市場は大きな価格変動リスクを伴う市場であることを再認識する必要がある。

⚫ これまで、事業者による市場価格の変動リスクに備えるための手段として、先渡市場・先物市場とと
もに、ＢＬ市場の整備を行ってきた。事業者においては、そのようなリスクヘッジ手段をうまく活用し
つつ、適切なリスク管理を行う経営が期待される。

（出所）第29回電力・ガス基本政策小委員会（2021年1月19日）資料5 およびhttps://www.nedo.go.jp/content/100862107.pdf p54,p55より

第63回制度検討作業部会
（2022年3月16日）資料4より抜粋


